
苫小牧保健所

食品提供を行う方へ



1. 保健所の手続き

イベント等において、仮設の施設やテント等を設けて不特定多数の人を対象に

食品を提供する場合、営業許可の取得が必要です。

（申請前の相談は、メールや電話、FAXでも可能です。）

１ 申請 ※

７月２７日(月) までに

保健所に申請してください

２ 許可証交付 ３ 営業開始

営業許可証はテント内の見やすい

位置に掲示してください

出店前日 ８月６日(木)までに

保健所に受け取りに来てください

※ 申請の際、調理方法等について詳細を聞くことがあります。

できるだけ申請者ご本人や営業内容を把握している方が行うようにしてください。



営業許可（短期日）

（申請に必要な書類等）

■ 申請手数料 2,200円

■ 食品衛生法による営業許可申請書（両面記入してください）

※食品衛生責任者の資格番号及び取得日の記入漏れにご注意ください。

（食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師免許等をご確認のうえ、

記入してください。）

■ 提供品目について

提供品目数は、１～２品目程度です。

使用する設備及び調理工程が同一の食品をまとめて「１品目」とします。

【例】 「焼き鳥」と「焼きそば」 → 「１品目」



営業許可（５年臨時）

（すでに５年臨時の営業許可をお持ちの方）

営業計画書の内容に変更がある場合は、次の書類を提出してください

■ 変更届

■ 営業計画書

■ 平面図、調理販売方法（新たな品目を追加、変更される場合）

（新たに５年臨時の営業許可を申請される方）

■ 申請手数料 20,500円

■ 食品衛生法による営業許可申請書（短期日の様式とは異なります）

■ 営業計画書

■ 平面図、調理販売方法



営業届

（届出に必要な書類）

■ 営業届

※食品衛生責任者の資格番号及び取得日の記入漏れにご注意ください。

（食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師免許等をご確認のうえ、

記入してください。）

■ 営業届が必要な食品例

・わたあめ

・塩味ポップコーン

・丸のままの農産物を味付けせず調理する場合（茹でとうもろこし、味付けしない冷やしきゅうり）

・仕入れた製品を開封せず袋のまま販売する場合



２. 施設に関する基準

施設設備 基準

構造
・屋外でテント等を設置する場合、防水性の素材で天井・側壁３面を有していること。
また、食品や器具、食器等には、ほこり等を防ぐ措置が取られていること。
・屋内、プレハブの場合、客席等と区画されていること。

保管設備 ・使用する食品や器具、食器等を衛生的に保管できる設備を設けること。

冷蔵設備
・冷蔵・冷凍品等の食品を取り扱う場合は、取扱量に応じた容量・性能がある
冷蔵設備等(氷、保冷剤、ドライアイス等を含む)を設けること。
また、温度計を設置し温度管理を行うよう努めること。

給水設備（洗浄設備）
・飲用に適する水(水道水等)を十分に貯水できるタンク等を設置し、
手洗設備及び器具類等の洗浄設備を設けること。
※提供品目によっては、「特別な設備」が必要な場合があります。

排水設備 ・給水設備には、バケツ等の排水用容器を備えること。

廃棄物設備 ・汚液の漏れない構造で、十分な容量の廃棄物容器(ごみ箱等)を備えること。



施設設備の例 施設平面図の例



特別な設備が必要な場合

設備 設置が必要な場合

流水受槽式
「洗浄設備」

・繰り返し使用する調理機器を洗浄する場合
・調理等で多量の水を使用する場合

流水受槽式
「手洗い設備」

・その後の工程で十分に加熱されない食品を
手指等で触れる場合

※使い捨て手袋の着用も必要です。

■ 次の提供品目の場合、「特別な設備」の設置が必要です

流水受槽式「洗浄設備」 ▶ 削り器を使用する「けずりいちご」、ミキサーを使用する「スムージー」等

流水受槽式「手洗い設備」▶ その場でにぎる「おにぎり」、その場できなこ等をまぶす「餅」等

流水受槽式「洗浄設備」と「手洗い設備」の両方 ▶ 茹でた麺を水で洗う「ざるそば」等



３. 衛生管理に関する基準

■ 食品の取扱い

（ 全般 ）

１ 食品は、許可を取った施設の中で取り扱うこと。

２ 臨時営業の施設では、簡易な調理のみを行うこと。

３ 下処理は、許可営業施設等の衛生的な場所で行うこと。

４ 下処理も含めて、原則、提供当日に調理すること。

５ 食材の搬入は、適切な温度、時間の管理を行うこと。

６ 作り置きせず、３０分以内に提供するよう努めること。

７ 生ずしやさしみ類、海鮮丼は原則調理しないこと。

（ 食材 ）

１ 原材料は、許可施設で製造されたものを使用すること。

２ 原材料は、決められた方法で適切に温度管理を行うこと。

３ 臨時営業の施設では、魚介類、肉類を細切しないこと。

作り置きはしない

すし等を調理したい方は
要相談です

保管用クーラーボックスなど用意しましょう



３. 衛生管理に関する基準

■ 施設・設備

１ 手洗い設備には、石けん・消毒液等を備えること。

２ 食器は使い捨てのものを使用すること。

■ 調理従事者

１ 肉、魚介類、卵などを触った後は、手洗いを行うこと。

２ 直接食品に触れる場合、衛生的な使い捨て手袋を着用すること。

３ 従事者は衛生的な服装で作業に従事すること。



ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

【衛生管理の実施方法】

１ 実施する衛生管理方法に
チェックする

２ 出店当日に衛生管理を実施し
記録に○または×を記入する

×の場合は、問題があったときに
対応したことを記録する

３ 記録は営業終了日から２週間程度
（８月２３日頃まで）保管する

×

×

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓
✓

✓
✓

✓ ✓ ✓

衛生管理計画①は
営業許可証の裏面にあります



ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

フルーツあめ
冷やしきゅうり

焼鳥
焼きそば

✓

✓

✓

✓

✓

【衛生管理の実施方法】

１ 提供メニューを「例」を参考に
分類ごとに記入する

２ 実施する衛生管理方法に
チェックする

該当する管理方法が記載されてい
ない場合、「その他」に記載する

３ 出店当日に衛生管理を実施し
記録に○または×を記入する

×の場合は、問題があったときに
対応したことを記録する

４ 記録は営業終了日から２週間程度
（８月２３日頃まで）保管する

衛生管理計画②は
営業許可証の裏面にあります


